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(57)【要約】
【課題】微細なパターンを精度良く形成することのでき
る半導体装置の製造方法を提供する。
【解決手段】本発明の一態様に係る半導体装置の製造方
法は、被加工体１上にＣを含む材料からなる芯材２を選
択的に形成する工程と、芯材２の上面および側面を覆う
ように、酸素を含まない材料からなる保護膜３を形成す
る工程と、保護膜３を介して芯材２と被加工体１を覆う
ように酸化膜４を形成する工程と、芯材２の側方に少な
くとも酸化膜４からなる側壁５を加工形成する工程と、
少なくとも芯材２を除去した後、側壁５をマスクとして
用いて被加工体１をエッチングし、側壁５のパターンを
転写する工程と、を含む。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加工体上にＣを含む材料からなる芯材を選択的に形成する工程と、
　前記芯材の上面および側面を覆うように、酸素を含まない材料からなる保護膜を形成す
る工程と、
　前記保護膜を介して前記芯材と前記被加工体を覆うように酸化膜を形成する工程と、
　前記芯材の側方に少なくとも前記酸化膜からなる側壁を加工形成する工程と、
　少なくとも前記芯材を除去した後、前記側壁をマスクとして用いて前記被加工体をエッ
チングし、前記側壁のパターンを転写する工程と、
　を含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記側壁のパターンを転写する工程は、前記芯材を除去した後、前記保護膜と前記酸化
膜からなる側壁をマスクとして用いて前記被加工体をエッチングする、
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記側壁のパターンを転写する工程は、前記芯材と前記保護膜を除去した後、前記酸化
膜からなる側壁をマスクとして用いて前記被加工体をエッチングする、
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記芯材は、レジスト材からなる、
　請求項１～３のうちのいずれか１つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記保護膜は、ＳｉＣＮ、ＳｉＮ、ＳｉＣ、ＢＮ、ＳｉＨ、ＳｉＦの少なくともいずれ
か１つを含む材料からなる、
　請求項１～４のうちのいずれか１つに記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体素子の微細化に伴い、リソグラフィーの露光解像限界未満の寸法を有する
パターンを形成する方法が求められている。その１つの方法として、ダミーパターンであ
る芯材の側面に側壁パターンを形成し、その側壁パターンをマスクとして被加工体のエッ
チングを行う側壁転写プロセスが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１の方法では、有機材料からなる芯材を用いている。芯材に有機材料を用いる
場合、無機材料を用いる場合と比較して、製造工程数や製造コストを低減することができ
る。
【０００４】
　一方、近年、側壁パターンの材料として、有機材料からなる芯材に対する高いエッチン
グ選択比を確保することができ、かつ被覆性のよい酸化膜の使用が検討されている。
【０００５】
　しかし、側壁パターンを酸化膜等の酸素を含む材料から形成する場合、側壁パターン形
成時に使用されるガスに含まれる酸素成分により、有機材料からなる芯材がダメージを受
け、その幅の減少や変形（例えば、肩が落ちることによる凸型形状への変形）などが生じ
るおそれがある。この場合、芯材の側面に形成される側壁の形状が崩れ、その結果、精度
の高い微細なパターンを被加工体に転写することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１５２２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、微細なパターンを精度良く形成することのできる半導体装置の製造方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様は、被加工体上にＣを含む材料からなる芯材を選択的に形成する工程と
、前記芯材の上面および側面を覆うように、酸素を含まない材料からなる保護膜を形成す
る工程と、前記保護膜を介して前記芯材と前記被加工体を覆うように酸化膜を形成する工
程と、前記芯材の側方に少なくとも前記酸化膜からなる側壁を加工形成する工程と、少な
くとも前記芯材を除去した後、前記側壁をマスクとして用いて前記被加工体をエッチング
し、前記側壁のパターンを転写する工程と、を含む半導体装置の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、微細なパターンを精度良く形成することのできる半導体装置の製造方
法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】（ａ）～（ｄ）は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を
示す断面図。
【図１Ｂ】（ｅ）、（ｆ）は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を
示す断面図。
【図２】（ａ）～（ｄ）は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示
す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
〔第１の実施の形態〕
　図１Ａ（ａ）～（ｄ）、図１Ｂ（ｅ）、（ｆ）は、本発明の第１の実施の形態に係る半
導体装置の製造工程を示す断面図である。
【００１２】
　まず、図１Ａ（ａ）に示すように、例えば、図示しない半導体基板上に形成された被加
工体１上に、ラインアンドスペースパターン等のパターンを有する芯材２を選択的に形成
する。
【００１３】
　被加工体１は、例えば、ゲート材料膜や、加工対象上のハードマスクである。また、被
加工体１は、複数の層からなる膜でもよく、例えば、フラッシュメモリのスタックゲート
構造を構成するコントロール電極膜、電極間絶縁膜、フローティングゲート電極膜であっ
てもよい。さらに、半導体基板が被加工体１であってもよい。
【００１４】
　また、芯材２は、レジスト材等のＣを含む材料（有機材料）からなる材料膜をパターニ
ングすることにより形成される。芯材に有機材料を用いる場合、無機材料を用いる場合と
比較して、製造工程数や製造コストを低減することができる。芯材２の幅は、後の工程に
おいて被加工体１に形成されるラインアンドスペースパターンのスペースの幅に相当する
。
【００１５】
　芯材２材料膜はＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法等により形成される。材料膜
のパターニングは、例えば、フォトリソグラフィとＲＩＥ（Reactive Ion Etching）によ
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り行われる。さらに、パターニングした芯材２の幅をスリミング処理により細めてもよい
。
【００１６】
　次に、図１Ａ（ｂ）に示すように、ＣＶＤ法等により、芯材２の上面および側面をコン
フォーマルに覆うように保護膜３を形成する。
【００１７】
　保護膜３は、ＳｉＣＮ、ＳｉＮ、ＳｉＣ、ＢＮ、ＳｉＨ、ＳｉＦ等の、酸素を含まず、
耐酸化性を有する材料からなる。保護膜３は、１～５ｎｍの厚さに形成されることが好ま
しい。１ｎｍよりも薄い場合は、後述する酸素成分から芯材２を保護する機能が不十分と
なる。一方、５ｎｍよりも厚い場合は、芯材２の表面にコンフォーマルに形成することが
困難になり、膜厚の均一性が低下するおそれがある。
【００１８】
　以下に、保護膜３の具体的な形成方法の一例を示す。まず、図示しない反応容器内で１
０Ｔｏｒｒ以下の圧力条件下で半導体基板を加熱する。このとき、芯材２がレジスト材か
らなる場合は、レジスト材が１００℃程度の温度で分解を始めるため、加熱温度は１００
℃以下に設定される。反応容器は、その上部と下部に平行平板電極を有し、半導体基板は
それらの電極の間に置かれる。下部の電極は、半導体基板を加熱するヒーターを兼ねてい
る。
【００１９】
　次に、反応容器内に保護膜３のソースガスを流入し、圧力を一定に維持した状態で高周
波電力を供給してプラズマ領域を形成する。例えば、保護膜３としてＳｉＣＮ膜を形成す
る場合は、トリメチルシラン、アンモニア、およびＨｅの混合ガスをソースガスとして用
いる。その結果、保護膜３が形成される。
【００２０】
　次に、図１Ａ（ｃ）に示すように、ＣＶＤ法等により、保護膜３上に酸化シリコンから
なる酸化膜４を形成する。保護膜３の厚さと酸化膜４の厚さの合計は、後の工程において
被加工体１に形成されるラインアンドスペースパターンのラインの幅に相当する。
【００２１】
　酸化膜４は、Ｃを含む材料からなる芯材２に対する高いエッチング選択比を確保するこ
とができる。また、酸化膜４は被覆性が高いため、後述する側壁５に加工するために十分
な厚さ（例えば２４ｎｍ）で、保護膜３の表面をコンフォーマルに覆うように形成するこ
とができる。
【００２２】
　なお、保護膜３の材料であるＳｉＣＮ、ＳｉＮ、ＳｉＣ、ＢＮ、ＳｉＨ、ＳｉＦ等の、
酸素を含まず、耐酸化性を有する材料は被覆性が悪いか、被覆性よく厚い膜を形成するに
は高温プロセスが必要となってしまうため、保護膜３よりも厚い側壁の主たる材料として
形成することは難しい。
【００２３】
　以下に、酸化膜４の具体的な形成方法の一例を示す。まず、図示しない反応容器内で１
０Ｔｏｒｒ以下の圧力条件下で半導体基板を加熱する。このとき、芯材２がレジスト材か
らなる場合は、レジスト材が１００℃程度の温度で分解を始めるため、加熱温度は１００
℃以下に設定される。
【００２４】
　次に、反応容器内に酸化膜４のソースガスを流入し、圧力を一定に維持した状態で高周
波電力を供給してプラズマ領域を形成する。酸化膜４のソースガスとしては、例えば、有
機シランガス、およびＯ２、Ｈｅ、Ａｒの混合ガスが用いられる。このとき、始めに基に
なる膜が有機シランガスから形成され、その膜がＯ２プラズマにより処理される。このプ
ロセスを繰り返すことにより、緻密でコンフォーマルな酸化膜４が形成される。
【００２５】
　ここで、酸化膜４の形成に用いられるガスには酸素成分が含まれるが、芯材２の表面は
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保護膜３に覆われているため、Ｃを含む材料からなる芯材２への酸素成分によるダメージ
を抑えることができる。このため、芯材２の幅の減少や、変形を抑えることができる。
【００２６】
　次に、図１Ａ（ｄ）に示すように、ＲＩＥ法等により、保護膜３および酸化膜４を芯材
１２の側面の側壁形状に加工し、芯材１２の側方に側壁５を形成する。ここで、側壁５は
、保護膜３および酸化膜４から構成される。このとき、芯材２に幅の減少や変形が生じて
いないため、精度の高いパターンを有する側壁５を形成することができる。
【００２７】
　次に、図１Ｂ（ｅ）に示すように、芯材２を除去する。芯材２の除去には、例えば、Ｏ

２アッシングやＳＨ（硫酸および過酸化水素の水溶液）処理、またはこれらの組み合わせ
が用いられる。
【００２８】
　次に、図１Ｂ（ｆ）に示すように、側壁５をマスクとして用いて被加工体１にエッチン
グを施し、側壁５のパターンを転写する。なお、被加工体１に転写されたパターンがリン
グパターンである場合は、リングパターンの端部をリソグラフィー法とＲＩＥ法等により
除去することにより、ラインアンドスペースパターンを得ることができる。
【００２９】
（第１の実施の形態の効果）
　この第１の実施の形態によれば、酸化膜４を形成する前に芯材２の表面を保護膜３で覆
うことにより、Ｃを含む材料からなる芯材２への酸素成分によるダメージを抑えることが
できる。このため、芯材２の幅の減少や、変形を抑えて、精度の高いパターンを有する側
壁５を形成し、その結果、精度の高い微細なパターンを被加工体１に転写することができ
る。
【００３０】
　以下に、保護膜３による芯材２の保護効果を実証するために行った実験の結果について
述べる。第１に、ＣＶＤ法により４００℃で形成したカーボン膜上に、２００℃で厚さ２
４ｎｍの酸化膜を形成したところ、カーボン膜の上部の厚さ３００ｎｍの領域が、酸化膜
に侵食されて酸化シリコンに変化した（酸化シリコンに変化する領域の厚さは、それぞれ
の膜の成膜条件により変化する）。第２に、４００℃で形成したカーボン膜上に、３５０
℃で形成した厚さ８ｎｍのＳｉＣＮ膜を介して、２００℃で厚さ２４ｎｍの酸化膜を形成
したところ、酸化膜の形成後もカーボン膜にほとんど変化は現れなかった。
【００３１】
　この結果は、ＳｉＣＮ膜がカーボン膜の保護膜として働いたことを示している。なお、
ＳｉＣＮ膜の代わりにＳｉＮ、ＳｉＣ、ＢＮ、ＳｉＨ、ＳｉＦ等の、酸素を含まず、耐酸
化性を有する材料を用いた場合も、同様の効果が得られると考えられる。
【００３２】
〔第２の実施の形態〕
　第２の実施の形態は、側壁の構成において、第１の実施の形態と異なる。なお、第１の
実施の形態と同様の点については、説明を省略または簡略化する。
【００３３】
　図２（ａ）～（ｄ）は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す
断面図である。
【００３４】
　まず、図２（ａ）に示すように、第１の実施の形態の芯材２、保護膜３、および酸化膜
４と同様の方法により、芯材１２、保護膜１３、および酸化膜１４を被加工体１上に形成
する。保護膜１３は、芯材１２をエッチングにより除去する際に、同時に除去することの
できる材料からなる。
【００３５】
　ここで、芯材１２の幅と保護膜１３の厚さの合計は、後の工程において被加工体１に形
成されるラインアンドスペースパターンのスペースの幅に相当する。また、酸化膜１４の



(6) JP 2011-71279 A 2011.4.7

10

20

30

厚さは、ラインアンドスペースパターンのラインの幅に相当する。
【００３６】
　次に、図２（ｂ）に示すように、ＲＩＥ法等により、酸化膜１４および保護膜１３を芯
材１２の側面の側壁形状に加工する。
【００３７】
　次に、図２（ｃ）に示すように、芯材１２を除去する。このとき、芯材１２の側面の保
護膜１３も同時に除去される。これにより、実質的に酸化膜１４から構成される側壁１５
が得られる。
【００３８】
　なお、酸化膜１４のみを芯材１２の側面の側壁形状に加工して芯材１２の側方に側壁１
５を形成した後、保護膜１３の酸化膜１４下以外の部分および芯材１２を同時に除去する
ことで、図２（ｃ）に示す構造としてもよい。いずれの場合も、少なくとも酸化膜１４が
側壁形状に加工された後、保護膜１３の酸化膜１４下以外の部分および芯材１２が除去さ
れる。
【００３９】
　次に、図２（ｄ）に示すように、側壁１５をマスクとして用いて被加工体１にエッチン
グを施し、側壁１５のパターンを転写する。
【００４０】
　なお、被加工体１が保護膜３と同様に、酸素を含まず、耐酸化性を有する材料からなる
場合は、保護膜３を被加工体１と同じ材料から形成することができる。この場合、芯材１
２とその側面の保護膜３の除去と、被加工体１への側壁１５のパターンの転写を一括して
行うことができる。
【００４１】
（第２の実施の形態の効果）
　この第２の実施の形態によれば、第１の実施の形態と異なるプロセスで側壁を形成し、
第１の実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００４２】
〔他の実施の形態〕
　本発明は、上記各実施の形態に限定されず、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種
々変形実施が可能である。
【００４３】
　また、発明の主旨を逸脱しない範囲内において上記各実施の形態の構成要素を任意に組
み合わせることができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１　被加工体、　２、１２　芯材、　３、１３　保護膜、　４、１４　酸化膜、　５、
１５　側壁
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